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  ワーク・ライフ・バランスを実現するため、仕事と家庭において男女が協力して子育てができるよう、

労働環境の整備・充実を図るための取組みを支援します。また、市役所自らが率先してワーク・ライフ・

バランスの率先垂範に努め、意識啓発を進めるとともに、多様な働き方を選択できるよう保育サービスの

充実や情報提供に努めます。 

主要施策５－１ 多様な働き方のできる環境の整備 

事業名 事業内容 方向性 
実施主体 

決 算 額 

5-1-1 

育児休業制

度の普及・啓

発活動 

育児休業制度の普及・啓発を図り、男女共に育児休業制度を活
用できる環境づくりに努めます。 

 

■情報誌にて啓発  ★1回 

事業の継続 
人権・男女共
同参画課 

5-1-2 
就労環境改

善への支援 

就労環境の改善を図るため、雇用機会の拡大、労働条件の向上、
育児休業制度の普及などについて、啓発活動を行います。 

 

■勤労市民ニュースの発行  ★年２回各 300部 

事業の継続 
市民活動課 

 

5-1-3 
就労情報の

提供 

公共職業安定所などの関係機関と連携を図りながら、就労情報
の提供に努めます。 

 

■求人情報紙の配置  ★月２回 

鎌倉市に特化し
た求人情報の提
供  

毎月２回の更新
を継続 

市民活動課 

5-1-4 

育児休業対

策に要する

費用への資

金融資環境

の整備 

育児休業に必要となる資金について、鎌倉市と金融機関が提携
して行う生活資金融資の対象とすることにより経済面での支援を
行います。 

 

★融資件数 １件 

事業の継続 市民活動課 

5-1-5 

「鎌倉市職

員子育てサ

ポートプラ

ン」の推進 

鎌倉市に勤務する職員が安心して子育てできるように、職員生
活と家庭生活を両立できる環境づくりや、職員の意識啓発を図り
ます。 

 

 

事業の継続 職員課 

 

基本目標５ 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現できるまちづくり 
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 主要施策５－２ 仕事と子育ての両立の推進 

事業名 事業内容 方向性 
実施主体 

決 算 額 

5-2-1 

男女共同参

画社会づく

り 

男女がともに社会のあらゆる分野に参画できる男女共同参画社
会の実現のため、「かまくら 21 男女共同参画プラン」に基づき、
施策の展開を図ります。 

 

■アンサンブル 21との協働による事業の推進 

★イベント       ４回 

★フォーラム      １回 

★セミナー       １回 

★情報誌「パスポート」 ２回発行 

事業の継続 

人権・男女共
同参画課 

1,114千円 

5-2-2 
父親への育

児支援 

父親が育児の知識や技術を身に付ける機会を提供するため、各
種教室、講座を開催します。 

また、父親の参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

■両親教室   ★12 コース 24 回 540 人(うち父 207 人)    
延 1,097人(うち父 294人) 

■親子ふれあいセミナー★17回 343人(うち父 19人) 

■親子講座      ★９回 138人(うち父７名)  

■父子健康手帳交付  ★286人 

★父親の参加率 

■両親学級        ★38.3% H21 37.9% 546人(父 207人) 

■親子ふれあいセミナー★2.6% H21 5.9% 318人(父 19人) 

■親子講座      ★5.0% H21 1.5% 65人(父 1人)  

父親の参加率の
向上 
 

市民健康課 

5-2-3 

ファミリー

サポートセ

ンター事業 

（ 重 複 掲 載

1-3-6） 

仕事と育児の両立等のため、育児支援や家事支援を必要とする
市民が、育児支援・家事支援を提供できる市民から、子育て支援
を受けられるファミリーサポートセンター事業を推進します。 

 

★1-3-6参照 

事業の継続 こども相談課 

5-2-4 
子どもの家 
( 重 複 掲 載

1-4-13) 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後
に、子どもの家を利用して、適切な遊び場及び生活の場を提供し、
ガイドラインの遵守に努めつつ健全な育成を図ります。 

 

★1-4-13参照 

待機児童数 0人の
維持と環境の整
備 

青少年課 

5-2-5 

各種保育サ

ービス 
（重複掲載 

 主 要 施 策

1-4） 

通常保育、延長保育、一時預かりなど各種保育サービスの充実
を図ります。 

 

★主要施策 1-4参照 

1-4参照 保育課 

 


